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別紙１ 
 
「設計積算参考資料の制定について」（令和７年 10 月 29 日付け東北森林管理局計画保全部治山課長事務連絡）の一部改正新旧対照表 

（下線部は改正部分） 

改正後 現行 

Ⅱ 治山事業設計標準歩掛の留意事項 

１ 通勤補正 

 

通勤所要時間の標準速度は調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領

のライトバンの走行速度を準用し、下記のとおりとする。 

  一般道路：30km/h 高速道路:80km/h 

 

２ 冬期補正 

（１） 冬期屋外工事の労務歩掛補正 

   治山林道必携に記載のある月別冬期補正率については、局通知等により周知

するものとする。 

 

（２）（略） 

 

３、４ （略） 

 

Ⅲ 工事費積算上留意する共通事項 

 

１、２（略） 

 

３（１）機械類の運搬起点 

 

  ア 現場に近接する最寄の市町村役場の所在地を当該機械の所在地とする。 

 

（１）イ～（４）（略） 

 

Ⅳ、Ⅴ （略） 

 

Ⅵ 参考歩掛 

Ⅱ 治山事業設計標準歩掛の留意事項 

１ 通勤補正 

 

通勤所要時間の標準速度は調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領の 

ライトバンの一般道路走行速度を準用する。 

 

 

２ 冬期補正 

（１） 冬期屋外工事の労務歩掛補正について、治山林道必携に記載のある月別冬期

補正率は、局担当係と協議のうえ決定すること。 

 

 

（２） （略） 

 

３、４（略） 

 

Ⅲ 工事費積算上留意する共通事項 

 

１，２（略） 

 

３（１）機械類の運搬起点 

 

  ア 現場に近接する最寄の市町村役場又は森林管理署等の所在地を当該機械の所

在地とする。 

（１）イ～（４）（略） 

 

Ⅳ、Ⅴ （略） 

 

Ⅵ 参考歩掛 
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１、２（略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２（略） 

 

３ 集水井工 
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３ 仮設費歩掛 

 

（１）～（５）（略） 

 

Ⅶ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 仮設費歩掛 

 
（１）～（５）（略） 

 

Ⅶ（略） 

 

 

 


